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承認第２号

専決処分の承認を求めることについて

（いなべ市税条例の一部を改正する条例）
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承認第３号

専決処分の承認を求めることについて

（いなべ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

１ 政令改正

地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令

和７年政令第 119 号）が令和７年３月 31 日に公布され、同年４月１日から国民健康保険

税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額が引き上げられた。ま

た、国民健康保険税の減額判定所得が引き上げられ、減額対象世帯の拡大が図られた。

２ 国民健康保険税基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げ

(1) 目的

国民健康保険税の課税限度額を引き上げずに保険税率を引き上げた場合、高所得

者層の負担は変わらない中で中間所得者層の負担が重くなる。そこで課税限度額を

引き上げることにより中間所得者層の負担軽減を図ることができる。国民健康保険

税の課税限度額の引上げは、所得に応じた負担の平準化を図ることを目的とする。

【改正前】 【改正後】

(2) 改正内容

国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を１万円引上げ、後期高齢者支援

金等課税額に係る課税限度額を２万円引き上げる。

【現行の課税限度額】 【改正後の課税限度額】

医療分 ６５万円 医療分 ６６万円

後期分 ２４万円 後期分 ２６万円

介護分 １７万円 介護分 １７万円

計 １０６万円 計 １０９万円

保
険
税
額

所得金額

応益分

応能分

2割

軽減

7 割 5 割

軽減
軽減

【現行】

【改正後】
保
険
税
額

所得金額

応益分

応能分

2割
7割 5 割

軽減
軽減

軽減
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３ 国民健康保険税の減額対象世帯の拡大

(1) 目的

国民健康保険税（均等割額・平等割額）の減額判定所得を引き上げることにより、

減額となる世帯数を拡大させ、低所得者層の負担の軽減を図ることを目的とする。

(2) 改正内容

① ７割減額の判定所得

【改正なし】 43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）

② ５割減額の判定所得

【現 行】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+29 万 5 千円×被保険者数

↓

【改正後】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+30 万 5 千円×被保険者数

③ ２割減額の判定所得

【現 行】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+54 万 5 千円×被保険者数

↓

【改正後】43 万円+10 万円×（給与所得者等の数-1）+56 万円×被保険者数
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議案第３１号

財産の取得について

（公立学校タブレット端末購入）

相手方 株式会社松阪電子計算センター

代表者 代表取締役 瀬野 喜久（せの よしひさ）

所在地 三重県松阪市字地蔵裏３５３番地１

資本金 ３５，０００，０００円

従業者数 ３０３人（令和６年４月末日現在）

実績

（1） 令和２年度 学習用端末導入（名張市教育委員会） ５，９２０台

（2） 令和２年度 学習用端末導入（多気町教育委員会） １，３０１台

（3） 令和２年度 学習用端末導入（南伊勢町教育委員会） ４４１台

（4） 令和２年度 学習用端末導入（鳥羽市教育委員会） １，１０３台

（5） 令和２年度 学習用端末導入（大紀町教育委員会） ４３２台

備考 三重県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会が実施した令和７年度三重県公

立小中学校等における学習者用端末に係る企画提案コンペ最優秀提案者
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公立学校情報機器整備業務実施計画

・県補助金（令和６年度～10 年度の５年間）を活用し、計画的・効率的な端末整

備を推進する。

県補助金を活用したいなべ市の機器購入計画

※更新台数が減少しているのは、児童生徒の人口減少推移を反映したため。

年 度 更新台数 内 県補助

対象

令和 6 年度 ８１０ ５４１

令和 7 年度 ８００ ５３２

令和 8 年度 ７７５ ５１５

令和 9 年度 ７５０ ５００

令和 10 年度 ７３０ ４９３

合計 ３,８６５ ２,５８１
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